
             

 高齢受給者証「一部負担金割合」判定フロー 

更新の時期 

⚫ 毎年８月に更新されます。新しい高齢受給者証は７月下旬に郵送します。 

対象となる方 

⚫ ７０歳の誕生日の翌月（１日が誕生日の方は当月１日）から７５歳の誕生日の

前日まで、高齢受給者証が発行されます。 

同じ世帯に課税標準額※１が１４５万円以上の７０～７４歳の 国保被保険者がいる 

 

７０～７４歳の国保加入者の旧ただし書き所得※２の合計額が２１０万以下である 

世帯内の７０～７４歳の国保加入者が 

①または②に該当し、 

負担割合変更の申請※５※６をしている 

① １人で収入金額※３が３８３万円未満 

② ２人以上（旧国保被保険者※４を含む）で、 

全員の収入金額があわせて５２０万未満 

※１課税標準額･･･所得金額から控除額を

ひいた金額 

※２旧ただし書き所得･･･前年中の所得

額（分離課税分・山林所得を含む）から住

民税基礎控除４３万年（一部例外あり）を

差し引いた後の金額 

※３収入金額･･所得から必要経費などを

控除する前の金額 

※４旧国保被保険者･･･国保から後期高

齢者医療制度へ移行された後も引き続き

同一の世帯に属する方 

※５負担割合変更の申請･･･３割の高齢受

給者証をお持ちの方で、申請が必要な方

は国保・年金課資格賦課（０３－５４３２－

２３３１）へご連絡ください。収入による判

定には、基準収入額適用申請書、確定申

告書の写しなどの資料提出が必要です。 

※６世田谷区収入が把握できる方は予め

２割負担の高齢受給者証を郵送する場合

があります。 

３割負担 ２割負担 

はい 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

７０～７４歳の方の一部負担金の割合は以下のように決まります 


